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東京都最低賃金は１０月１日から８８８円  

 東京都最低賃金（地域別最低賃金）

は、東京労働局長の決定を経て、本年

９月１日に官報公示されたことから、

効力発生日である本年１０月１日から

時間額８８８円になります。  

 東京労働局では、改正後の東京都最

低賃金額の周知に努めるとともに、都

内各労働基準監督署における講習会や

監督指導の実施等により、履行確保を

図ることとしています。  

 

 最低賃金の引き上げで影響を受け

る中小企業を支援する事業として、さ

まざまな経営・労務管理に関する課題

に対して、ワン・ストップで無料相談

に応じる「最低賃金総合相談支援セン

ター」（電話 03‐5678‐6488）を設け

ています。  

 

 



 

 

 

[参考１] 最低賃金について  

 １ 適用  

   東京都最低賃金は、東京都内の事業場で働くすべての労働者とその使用  

者に適用されるもので、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属  

性、性、国籍及び年齢の区別なく適用され、同最低賃金額以上の賃金を支  

払わない使用者は最低賃金法第４条違反として罰則の対象となります。  

   派遣中の労働者については、派遣先の事業場に適用される最低賃金が適  

用されます。  

 

 ２ 金額  

   次の金額は、最低賃金に算入されません。  

 （１）精皆勤手当、通勤手当及び家族手当  

 （２）臨時に支払われる賃金（結婚手当など）  

 （３）１か月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など）  

 （４）時間外労働、休日労働及び深夜労働の手当  

 

[参考２] 東京都最低賃金の改正状況（過去１０年間）  

 平成 16 年  平成 17 年  平成 18 年  平成 19 年  平成 20 年  

引上額  ２円  ４円    ５円   ２０円   ２７円  

時間額  ７１０円  ７１４円  ７１９円  ７３９円  ７６６円  

 

 平成 21 年  平成 22 年  平成 23 年  平成 24 年  平成 25 年  

引上額   ２５円   ３０円   １６円   １３円   １９円  

時間額  ７９１円  ８２１円  ８３７円  ８５０円  ８６９円  

 

[参考３] 全国における平成２６年 度 地 域 別 最 低 賃 金 改 正 の 状 況  

 
北海道  748 円  東 京  888 円  滋 賀  746 円  香 川  702 円  

青 森  679 円  神奈川  887 円  京 都  789 円  愛 媛  680 円  

岩 手  678 円  新 潟  715 円  大 阪  838 円  高 知  677 円  

宮 城  710 円  富 山  728 円  兵 庫  776 円  福 岡  727 円  

秋 田  679 円  石 川  718 円  奈 良  724 円  佐 賀  678 円  

山 形  680 円  福 井  716 円  和歌山  715 円  長 崎  677 円  

福 島  689 円  山 梨  721 円  鳥 取  677 円  熊 本  677 円  

茨 城  729 円  長 野  728 円  島 根  679 円  大 分  677 円  

栃 木  733 円  岐 阜  738 円  岡 山  719 円  宮 崎  677 円  

群 馬  721 円  静 岡  765 円  広 島  750 円  鹿児島  678 円  

埼 玉  802 円  愛 知  800 円  山 口  715 円  沖 縄  677 円  

千 葉  798 円  三 重  753 円  徳 島  679 円  加重平均  780 円  


